農地転用候補地一覧

１　候補地選定要件
	項目
	条件

	事業面積
	①　　　　　　　　　㎡以上

	立地場所等
（３つ以上）
	②土地所有者との交渉の結果、売却の同意の有無。　※自己所有の場合は除く

	
	③

	
	④

	
	⑤


２　候補地一覧
	番号
	所在地
	現況地目
	種類
	条件番号
	適否判断
	適否判断の理由

	１
	【申請地】



	
	
	①
	適
	土地の面積　　　　㎡

	
	
	
	
	②
	適・否
	　　　年　　月　　日に交渉。売却の同意（有り・無し）

	
	
	
	
	③
	適・否
	

	
	
	
	
	④
	適・否
	

	
	
	
	
	⑤
	適・否
	

	２
	
	
	
	①
	適
	土地の面積　　　　㎡

	
	
	
	
	②
	適・否
	　　　年　　月　　日に交渉。売却の同意（有り・無し）

	
	
	
	
	③
	適・否
	

	
	
	
	
	④
	適・否
	

	
	
	
	
	⑤
	適・否
	

	３
	
	
	
	①
	適
	土地の面積　　　　㎡

	
	
	
	
	②
	適・否
	　　　年　　月　　日に交渉。売却の同意（有り・無し）

	
	
	
	
	③
	適・否
	

	
	
	
	
	④
	適・否
	

	
	
	
	
	⑤
	適・否
	

	４
	
	
	
	①
	適
	土地の面積　　　　㎡

	
	
	
	
	②
	適・否
	年　　月　　日に交渉。売却の同意（有り・無し）

	
	
	
	
	③
	適・否
	

	
	
	
	
	④
	適・否
	

	
	
	
	
	⑤
	適・否
	



[bookmark: _GoBack]※次ページの「農地転用に係る代替性の検討に関する留意事項」を参考にして記載してください。

農地転用に係る代替性の検討に関する留意事項

１　趣旨
　　「農地法の運用について（制定 平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号）」では、農地転用において「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができる場合には、原則として、許可をすることができない」と定められています。これらに基づき、事業目的、事業面積や立地場所等の条件で複数の土地を比較し、当該事業目的を達成することが可能な土地が申請地の他にあるかどうかを検討してください。（以下、「代替性の検討」という。）

２　代替性の検討について
（１）事業目的（様式「事業計画書」）
　　ア　事業の必要性
　　　　申請に係る事業を実施する必要性を具体的に記載してください。
　　イ　土地の選定理由
　　　　事業計画の妥当性を示す選定経過を明確にするために、申請地を選定せざるを得なかった理由を具体的かつ客観的に記載してください。なお、申請地から転用事業者の住所地まで遠距離（５ｋｍ以上）の場合には、住所地に近い範囲で土地を選択できない理由を具体的かつ客観的に記載してください。
（２　候補地の選択（様式「農地転用候補地」）
　　　申請地の農地区分に応じて候補地を複数（４つ以上）選択してください。
　　ア　農地区分ごとの候補地
　　（ア）第１種農地　　農地以外の土地、第３種農地、第２種農地
　　（イ）第２種農地　　農地以外の土地、第３種農地
　　イ　候補地の種類
　　　　様式「農地転用候補地」候補地一覧の「種類」に次の該当する番号を記載してください。
　　　　①非農地、②市街化区域内農地、③市街化調整区域内農地、④都市計画区域外農地
　　ウ　選択の範囲
　　　　申請地を中心として、住所地までの距離と同じ範囲内とします。
（３）検討条件（様式「農地転用候補地」）
　　　事業面積と立地場所等の条件で比較、検討してくだい。
　　ア　事業面積
　　　　候補地には事業に必要な面積以上の土地を選んでください。
　　イ　立地場所等
　　　　次の例を参考にして、事業目的に合った条件を「土地所有者との交渉結果」を含めて３つ以上設定してください。
　　　　（例）
　　　　　・転用部分以外の余剰面積の有無
　　　　　・集団農地への影響の大小
　　　　　・接道の有無
　　　　　・土地の形状
　　　　　・有効面積の大小
　　　　　・日照部分
　　　　　・資金面の理由（農地が安価であることは性質的に大前提であるため、この条件のみをもって代替地がないとすることは適当でありません。）
３　代替性の検討を要する農地転用
（１）第１種農地を転用する場合
　　　地域の農業の振興に資する次の施設が該当します。
　　ア　都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
　　　　農業体験施設、農家レストランなど
　　イ　農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
　　　　農村産業実施計画（農村産業法）に基づき、農業従事者が３割以上雇用されることが確実な施設など
　　ウ　農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
　　　　集合施設、農村公園、農村広場など
　　エ　住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの
　　（ア）住宅
　　　　　農家住宅（１，０００㎡以内）、一般住宅（５００㎡以内）
　　（イ）日常生活に必要な施設
　　　　　農機具修理業や各種小売業など都市計画法第３４条第１項に該当する業種の店舗
　　（ウ）業務上必要な施設
　　　　　店舗、事務所、工場、駐車場、作業場、資材置場など
（２）第２種農地を転用する場合
　　　次の事業等を除いて、代替性を検討する必要があります。
　　　ア　土地収用法の規定による告示に係る事業（公共事業など）
　　　イ　地域の農業の振興に資する施設（１の（１）と同じ）
　　　ウ　市街地に設置することが困難又は不適当な施設（市街地に設置できない病院や療養所、火薬庫又は火薬類の製造施設など）
　　　エ　公益性が高いと認められる施設（土地収用法その他の法律による事業、森林法、災害防止工事など）
　　　オ　地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる農地の転用

４　代替性の検討を要しない農地転用
（１）仮設工作物の設置等で一時転用する場合
　　　工事現場事務所など
（２）事業地を限定する合理的な理由がある場合
　　　住宅増築に宅地の拡張、事業所敷地に隣接する従業員駐車場など。
（３）当人に著しい不利益を与えると判断される場合
　　　第４条において申請者が所有している農地の他に土地を求めることなど。



